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第１章 地球温暖化の概要 

地球温暖化問題                           １．

 

地球温暖化は、大気中の温室効果ガスが増え地球の平均気温が上昇することにより 

社会生活や自然、生態系に影響を及ぼす。温室効果ガスは、二酸化炭素、メタン、一酸

化二窒素、オゾン層の破壊物質であるフロンやハロン類などで、温暖化の最大の原因は

石油や石炭など化石燃料の燃焼などによって排出される二酸化炭素と言われている。 

平均気温の上昇、農作物や生態系への影響、暴風、台風、海面上昇等の被害も深刻化し、

その主因は人為的な温室効果ガスの排出であるとされており、ＩＰＣＣ第５次評価書

（２０１３）では２１００年末には温室効果ガスの排出量が最も少なく抑えられた場合

でも０．３～１．７℃の上昇、最も多い場合は最大で４．８℃の上昇と予測されている。 

 

 

細線（黒）は、国内１５観測地点での年平均気温の基準値からの偏差を平均した値を示している。 

太線（青）は偏差の５年移動平均値、直線（赤）は長期変化傾向（この期間の平均的な変化傾向）を示している。 

基準値は 1981～2010年の 30年平均値。 

 

出典：気象庁「気候変動監視レポート 2017」 

 

図１－１ 日本の平均気温偏差の経年変化 
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国・八幡浜市の動向                          ２．

 

国の動向としては、１９９７（平成９）年に先進国の削減数値目標を定めた京都議定

書が合意され、日本においては２００８（平成２０）年から２０１２（平成２４）年の   

５か年で１９９０（平成２）年比６％の削減目標が定められた。これを受け、１９９９

（平成１１）年４月に、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「地球温暖化対策推

進法」という。）が施行され、国、地方公共団体、事業者、国民の地球温暖化に対する

責務が明確になった。 

また、２００８（平成２０）年には、温対法、エネルギーの使用の合理化等に関する

法律（以下「省エネ法」という。）が改正され、地球温暖化対策や省エネルギー対策の

取組みが更に強化された。 

こうした中、２０１１（平成２３）年３月１１日に発生した東日本大震災により、私

たちの想像を絶する被害がもたらされ、それと同時に福島第一原子力発電所の事故によ

る相次ぐ原子力発電所の運転停止により電力需給の問題が発生し、私達の生活とエネル

ギー問題を取り巻く状況は新たな局面を迎えた。 

さらに２０１１（平成２３）年１２月に開催された国連気候変動枠組条約第１７回締

約国会議（ＣＯＰ１７）において、我が国は京都議定書第二約束期間には参加せず、  

京都議定書目標達成計画は２０１２（平成２４）年度末をもって終了した。今後は、独

自に国内における温室効果ガスの削減に向けて自主的な取組みを行いながら、国連気候

変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ１６）のカンクン合意に基づき、２０２０年まで引き

続き地球温暖化対策に取組んでいくものとし、新たな地球温暖化対策計画に至るまでの

間においても、地方公共団体、事業者及び国民には、京都議定書目標達成計画に掲げら

れたものと同等以上の取組みを推進することが求められている。 

八幡浜市（以下、「本市」という。）では２００８（平成２０）年３月に八幡浜市地球

温暖化対策実行計画書を策定し、２０１２（平成２４）年度までの５年間に温室効果ガ

スを５％削減する目標を掲げ取組んできたが、温室効果ガス総排出量は２００６（平成

１８）年度の基準から２４％の増加となり、目標の達成には至っていない。そのため   

２０１２（平成２４）年９月に八幡浜市環境基本条例を制定し、環境の保全に関する  

政策を総合的・計画的に進めている。また、２０１４（平成２６）年３月には八幡浜市

環境基本条例に基づき、同条例の基本理念を踏まえ、本市がめざす環境保全及び市民、

事業者、行政が自主的に行う環境政策に関する方向性を具体化し、総合的かつ計画的に

推進するための長期的な目標及び総合的な体系を示した「八幡浜市環境基本計画」を策

定した。同計画に基づく地球温暖化対策に資する取組みにより、前回計画よりも温室効

果ガス削減を一層強化するために第２次実行計画を策定し、活動を推進してきたところ

である。ここに第３次実行計画を策定し、本市における温室効果ガス削減の状況を報告

する。  
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地球温暖化対策の概要                         ３．

 

「地球温暖化対策推進法」の平成２０年６月改正（平成２１年４月施行）により地方

公共団体自らの事務事業から発生する温室効果ガスの排出削減計画の策定義務が課せ

られている。本計画は、「地球温暖化対策推進法」第２０条の３に基づき、市の事務事

業により発生する温室効果ガス排出量の削減目標を達成する計画である。 

 

 

  

地球温暖化対策の推進に関する法律（抜粋） 

（平成十年十月九日法律第百十七号） 

最終改正：平成二十八年五月二十七日公布 

（平成二十八年法律第五十号）改正 

                                                      

（地方公共団体実行計画等） 

第二十一条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計

画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排

出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以下「地

方公共団体実行計画」という。）を策定するものとする。 

 

２ 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 計画期間 

二 地方公共団体実行計画の目標 

三 実施しようとする措置の内容 

四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項 

 

３～７ 省略 

 

８ 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、

単独で又は共同して、これを公表しなければならない。 

９ 第五項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用す

る。 

１０ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実

行計画に基づく措置及び施策の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）

を公表しなければならない。 

 



第１章 地球温暖化の概要 

 

4 

表 １-１ 近年の地球温暖化問題をめぐる動向 

 

2015（平成 27）年 7月 日本の約束草案（日本） 2030 年度までに温室効果ガス

排出量を 2013（平成 25）年度

比で 26%削減することを目指

す。 

2015（平成 27）年 12月 パリ協定（国際条約）採択 ・燃やすと大量の CO2を排出す

る化石燃料から CO2 をほとん

ど排出しない自然エネルギー

に転換することにより、エネ

ルギー利用による世界の温室

効果ガス排出を実質ゼロにす

ることを目指す。 

・2005（平成 17）年に発効し

た京都議定書に続く温暖化対

策の国際合意で、先進国に加

え、途上国が温暖化ガス排出

抑制に取組む枠組みは初めて

となる。 

2016（平成 28）年 5月 地球温暖化対策計画（日本） ・「業務その他部門」は 2030

年度までに温室効果ガス排出

量を 2013（平成 25）年比で 40％

削減することを目指す。 

・2050 年までに温室効果ガス

排出量を 2013（平成 25）年比

で 80％削減することを目指

す。 

2016（平成 28）年 11月 パリ協定（国際条約）発効 ・2015（平成 27）年 12月に採

択されたパリ協定が発効され

たことにより、世界が一丸と

なって地球温暖化対策に取組

むこととなった。 

2018（平成 30）年 12月 第 24回国連気候変動枠組条約

締約国会議（COP24）開幕 

会期：2018.12.2～14 

・パリ協定は削減に向けた詳

細なルールは決めていないた

め、COP24で具体的なルールを

作り、2020 年から適用を開始

する計画である。 
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第２章 実行計画の基本的事項 

計画の目的                              １．

 

「地球温暖化対策推進法」第２１条の３に基づき、本市の事務事業に関し、温室効果

ガスの排出抑制等の措置を講ずることにより、地方公共団体として地球温暖化対策の 

推進を図る。 

 

 

計画の期間                              ２．

 

第２次実行計画（平成２７年３月策定）は、２０１８（平成３０）年度で最終年を   

迎えるため、第３次実行計画を策定するに至った。 

第３次実行計画では、２０１３（平成２５）年度を基準年とした温室効果ガスの排出

量と削減効果について総括している。 

 

・基準年：２０１３（平成２５）年度 

・実行計画期間：２０１９（平成３１）年度～２０２３年度までの５年間 

 

 

 

 

     基準年  策定年      第３次実行計画期間 

 

 

計画の対象範囲                            ３．

 

本計画の対象とする事務事業の範囲は、本市が管理するすべての事務事業とする。 

（第３章 ４．全施設の排出状況を参照） 

 

  

2013 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(H25) 
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削減目標                               ４．

 

政府の温暖化対策計画の目標年度である２０３０年に、基準年（２０１３年）比で  

４０％削減（「業務その他部門」に対する政府目標値に準ずる）することを目標とする。 

 

項目 
基準値 

（基準年度：２０１３年度） 

目標値 

（目標年度：２０３０年度） 

温室効果ガス総排出量 

（二酸化炭素換算） 

１３，５６１ t-CO2 ８，１３７ t-CO2 

（４０％削減） 

 

 

対象とする温室効果ガス                        ５．

 

実行計画の対象となる温室効果ガスは表２－１に示す７物質であるが、我が国から 

排出される温室効果ガスの約９２％が二酸化炭素（ＣＯ2）であり、かつ２次計画で  

対象としていた二酸化炭素（ＣＯ2）、メタン（ＣＨ4）一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ）の３物質

で約９６％を占めることなどから、３次計画でもこれら３物質を対象とする。 

 

本計画において対象とする温室効果ガス 

二酸化炭素（ＣＯ2） 

メタン（ＣＨ4） 

一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ） 

 

表 ２-１ 日本における京都議定書の対象となっている 

温室効果ガス種別の排出量（2016年） 

ガス種別 排出量* ％ 

二酸化炭素（CO2） 1,206.4 92.32% 

メタン（CH4） 30.6 2.34% 

一酸化二窒素（N2O） 20.7 1.58% 

ハイドロフルオロカーボン（HFCs） 42.5 3.25% 

パーフルオロカーボン（PFCs） 3.4 0.26% 

六フッ化硫黄（SF6） 2.3 0.18% 

三フッ化窒素（NF3） 0.6 0.05% 

計 1,306.5 ― 

 
* 排出量の単位は［百万トン-二酸化炭素（CO2）換算］ 

出典：温室効果ガスインベントリオフィス 
「日本の 1990～2016年度の温室効果ガス排出量データ」（2018.4.25 発表） 
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上位計画や関連計画との位置づけ                    ６．

 

本市では、「第２次八幡浜市総合計画（平成２８年度～平成３７年度）」及び「八幡浜

市公共施設等総合管理計画（平成２９年３月）」を策定して長期的な視点からまちづく

りに取り組んでいる。 

本市ではこれらの計画と連携し、市内の各施設の管理の見通しや将来的なあり方を 

みつめ、各施設のエネルギー消費の削減計画を策定する。 

 

 

 

図 ２-１ 上位計画および関連計画との位置づけ 
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第３章 温室効果ガス排出状況 

総排出量                               １．

２０１３（平成２５）年度に本市の事務事業により排出された温室効果ガスの量は、

１３，５６１，４８８kg-CO2（二酸化炭素換算量、以下同じ）であった。２０１７    

（平成２９）年度は１０，３２３，５９５kg-CO2 となり、２０１３（平成２５）年度   

より約２４％、３，２３７，８９３kg-CO2削減した。 

温室効果ガスの排出源としては、電気の使用によるものが最も多く、全体の約９割を

占めている。 

表 ３-１ 全施設合計のエネルギー消費量 

 

 

 

図 ３-１ 温室効果ガス総排出量 

平成25年度 平成29年度 平成25年度 平成29年度 平成25年度 平成29年度

電気 17,433,778 18,062,212 kWh 12,428,655 9,211,728 91.6 89.2

A重油 274,819 204,731 ℓ 744,659 554,745 5.5 5.4

灯油 53,346 48,436 ℓ 133,601 121,330 1.0 1.2

ガソリン 46,792 44,825 ℓ 117,087 112,166 0.9 1.1

LPG 28,571 82,545 kg 85,884 248,220 0.6 2.4

軽油 19,667 28,739 ℓ 51,602 75,406 0.4 0.7

13,561,488 10,323,595 100.0 100.0

-3,237,893 -24%

活動量 構成比[%]

合　計

温室効果ガス排出量
[kg-CO2/年]排出源 単位

削　減　量

平成25年度 平成29年度

合 計 13,561,488 10,323,595

軽油 51,602 75,406

LPG 85,884 248,220
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A重油 744,659 554,745
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図 ３-２ 温室効果ガス排出状況 エネルギー種別構成比 
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部署別排出状況                            ２．

担当部署別の温室効果ガス排出量は以下のとおりである。 

 

 

図 ３-３ 温室効果ガス排出量 部署別 

 

※２０１３（平成２５）年度のガソリン、軽油使用量のうち公用車による使用量は、  

２０１７（平成２９）年度の公用車による使用割合をもとに各部署に割り振り、各部

署の温室効果ガス排出量を算出した。 
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商工観光課
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人権啓発課

農林課
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税務課
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図 ３-４ 温室効果ガス排出状況 部署別構成比 

 

※２０１３（平成２５）年度のガソリン、軽油使用量のうち公用車による使用量は、  

２０１７（平成２９）年度の公用車による使用割合をもとに各部署に割り振り、各部

署の温室効果ガス排出量を算出した。 
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施設別排出状況                            ３．

本市の温室効果ガス排出量を施設別に見ると、市立病院での排出量が最も多く、次い

で南環境センターである。 

なお、施設別の温室効果ガス排出量には車両由来の温室効果ガス排出量は含まない。 

 

 

図 ３-５ 温室効果ガス排出量 施設別上位２０施設 
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全施設の排出状況                           ４．

全施設の温室効果ガス排出量（全体に対する比率）は図３－６から図３－１５のとお

りであった。なお、施設別の温室効果ガス排出量には車両由来の温室効果ガス排出量は

含まない。 

  

図 ３-６ 温室効果ガス排出量 施設別(1) 
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図 ３-７ 温室効果ガス排出量 施設別(2) 

  

総務課 

農林課 

税務課 

政策推進課 

水産港湾課 



第３章 温室効果ガス排出状況 

15 

 

 

 

図 ３-８ 温室効果ガス排出量 施設別(3) 
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図 ３-９ 温室効果ガス排出量 施設別(4) 
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図 ３-１０ 温室効果ガス排出量 施設別(5) 
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図 ３-１１ 温室効果ガス排出量 施設別(6) 
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図 ３-１２ 温室効果ガス排出量 施設別(7) 

  

水道課 
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図 ３-１３ 温室効果ガス排出量 施設別(8) 
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図 ３-１４ 温室効果ガス排出量 施設別(9) 
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図 ３-１５ 温室効果ガス排出量 施設別(10) 
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排出源別上位排出施設                         ５．

電気、灯油、Ａ重油、液化石油ガスの排出源別温室効果ガス排出量上位施設は、   

図３－１６から図３－１９のとおりであった。 

 

 

図 ３-１６ 温室効果ガス排出量 電気使用量 
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図 ３-１７ 温室効果ガス排出量 灯油使用量 
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図 ３-１８ 温室効果ガス排出量 A重油使用量  
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図 ３-１９ 温室効果ガス排出量 ＬＰＧ使用量  
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調査対象１０施設の温室効果ガス排出量推計               ６．

 

本市は事務事業に関わる施設が多く、限られた期間・予算を有効活用するため施設の

経年、温室効果ガス排出量などを勘案して調査対象を抽出した。調査・検討を行うこと

により、温室効果ガスの削減に向けた方針を確立し、他施設へ水平展開を図る。 

なお、本市で温室効果ガス排出量の一番多い施設は市立病院であるが、２０１６  

（平成２８）年度に建替えが完了し、高効率空調機やＬＥＤ照明、ＢＥＭＳ装置などを

有する省エネ性の高い施設であることから除外した。また、浄化センターや上水道施設

なども温室効果ガス排出量が多い特殊設備に起因するところが多いことから、調査対象

外とした。表３－２に調査対象の１０施設を示す。 

 

表 ３-２ 調査対象施設 

番号 施設名称 用 途 

① 水産物地方卸売市場 産業系施設 

② 市民スポーツセンター スポーツ・レクレーション系施設 

③ 八幡浜庁舎 行政系施設 

④ 学校給食センター 学校教育系施設 

⑤ 保内庁舎 行政系施設 

⑥ 文化会館（ゆめみかん） 市民文化系施設 

⑦ 市民図書館 社会教育系施設 

⑧ いきいきプチファーム 保健・福祉施設 

⑨ 白浜保育所 子育て支援施設 

⑩ 八幡浜みなっと スポーツ・レクレーション系施設 
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表 ３-３ 調査対象１０施設の概要 

項目 
延床面積 

（㎡） 

特記事項 

施設の名称 施設の用途 主要な設備 
エネルギー使用量 

（年間） 

1 

水産物地方卸売 

市場 

(平成 25年竣工) 

産業系施設 9,977 

・空冷 HP ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ PAC 

 40kw×2組,22.4kw×1組, 

 16kw×1組 

・空冷 HPPAC 

 天ｶｾ(ﾂｲﾝ)12.5kw×1台, 

 天ｶｾ 10kw×1台 

 天ｶｾ 7.1kw×6台, 

 天ｶｾ 5.6kw×9台 

 天ｶｾ 4.5kw×6台, 

 天ｶｾ 3.6kw×6台 

 壁掛ﾙｰﾑｴｱｺﾝ×9台 

・ｴｺｷｭｰﾄ 28.6kw×1台 

電気:816,213kwh 

2 

市民スポーツ 

センター 

(昭和 63年竣工) 

スポーツ・レクレ

ーション系施設 
9,575 

・空冷 HP ﾁﾗｰ 

 358.1kw×1台, 255.8kw×1台 

 195.3kw×1台 

 AHU 

 358.1kw×1台, 245.3kw×1台 

 201.1kw×1台 

・空冷 HPPAC 

 天ｶｾ(ﾂｲﾝ)29.1kw×2台, 

 天ｶｾ(ﾂｲﾝ)23.3kw×2台, 

 天吊(ﾂｲﾝ)22.4kw×1台, 

 天ｶｾ(ﾂｲﾝ)16kw×1台, 

 天ｶｾ 14kw×1台,  

 天ｶｾ 12.5kw×1台, 

 天ｶｾ(ﾂｲﾝ)11.6kw×2台 

 天ｶｾ 11.6kw×1台, 

 天ｶｾ 8kw×1台 

 天吊 8kw×2台, 

 天ｶｾ 7.1kw×2台 

 天ｶｾ 6.3kw×3台, 

 天ｶｾ 5.6kw×3台 

 壁掛 5.6kw×1台, 

 天ｶｾ 5kw×1台 

 天吊 5kw×1台, 

 壁掛ﾙｰﾑｴｱｺﾝ×7台 

・温水ﾎﾞｲﾗ(A重油) 

 1,160,000kcal/h×1台 

電気:503,499kwh 

A重油:50,300ℓ 

3 
八幡浜庁舎 

(昭和 59年竣工) 
行政系施設 9,840 

・空冷 HP ﾁﾗｰ 

 180kw×2台 

 AHU 

 63.4kw×1台, 7.3kw×1台, 

 8.1kw×1台, 10.7kw×1台 

 FCU天ｶｾ×145台, 

 床置き×17台, 天埋×5台 

・空冷 HPPAC 

 天ｶｾ 16kw×1台, 

 天ｶｾ(ﾂｲﾝ)14kw×3台 

電気:723,551kwh 

LPG:1,818kg 
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 天ｶｾ 12.5kw×6台, 

 天ｶｾ 10kw×2台 

 天ｶｾ 9kw×1台, 

 天ｶｾ 8kw×3台 

 天吊 8kw×1台, 

 壁掛 7.1kw×2台 

 天ｶｾ 7.1kw×2台, 

 天ｶｾ 5.6kw×2台 

 天吊 5.6kw×1台, 

 壁掛ﾙｰﾑｴｱｺﾝ×3台 

・ｶﾞｽ瞬間湯沸器×9台 

4 
学校給食センター 

(平成 23年竣工) 
学校教育系施設 1,927 

・空冷 HP ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ PAC 

 73kw×1組, 61.5kw×3組, 

 56kw×2組 

・空冷 HPPAC 

 天ｶｾ(ﾂｲﾝ)25kw×3台, 

 天吊(ﾂｲﾝ)25kw×1台, 

 天ｶｾ 10kw×1台 

・壁掛ﾙｰﾑｴｱｺﾝ×2台 

・水冷ﾁﾗｰ 37.5kw×１台(冷凍庫用) 

・業務用 HP給湯器  

 40kw×3台(80℃出湯) 

 40kw×2台(60℃出湯) 

・照明器具 400w×17台 

電気:716,080kwh 

5 
保内庁舎 

(平成 4年竣工)  
行政系施設 3,816 

・空冷 HP ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ PAC 

 29.1kw×14組, 23.2kw×1組, 

 11.6kw×1組 

・空冷 HPPAC 

 床置 65.1kw×2台, 

 床置 58.1kw×1台 

 天吊 12.5kw×1台, 

 天吊(ﾂｲﾝ)20kw×1台 

・壁掛けﾙｰﾑｴｱｺﾝ×3台 

・大会議室照明 400w×16台 

電気:361,154kwh 

6 

文化会館 

（ゆめみかん） 

(平成 10年竣工) 

市民文化系施設 4,857 

・吸収式冷温水器(A重油) 

 387.2kw×１台 

・AHU 

 133.8kw×1台, 245.1kw×1台 

・空冷 HP ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ PAC 

 56kw×5組, 45kw×2組, 

 35.5kw×1組, 22.4kw×2組 

・空冷 HPPAC 

 床置 112kw×1台,天吊 14kw×1台 

 天吊 10kw×1台,壁掛 5.6kw×1台 

 壁掛 4kw×1台 

・照明(ﾎｰﾙ) 

 500w×32台, 300w×10台 

・電気温水器 470ℓ×2台 

電気:261,531kwh 

A重油:8,500ℓ 

軽油:20ℓ 

7 
市民図書館 

(平成 3年竣工) 
社会教育系施設 3,935 

・空冷 HP ﾁﾗｰ 118kw×1台 

 FCU7.6kw×12台,9.3kw×2台, 

 5.5kw×1台 

・空冷 HP ﾏﾙﾁ PAC 

 50kw×1組, 45kw×1組, 

 40kw×1組 

電気:195,962kwh 
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・空冷 HPPAC 

 床置 50kw×1台, 床置 40kw×1台 

 天ｶｾ 14kw×1台, 

 天ｶｾ(ﾂｲﾝ) 14kw×1台 

 天吊(ﾂｲﾝ)14kw×2台, 

 天ｶｾ 7.1kw×6台 

 天ｶｾ 5.6kw×1台, 

 天ｶｾ 5kw×1台 

・照明(ﾎｰﾙ他)400w×20台 

8 

いきいき 

プチファーム 

(平成 14年竣工) 

保健・福祉施設 1,245 

・空冷 HP ﾏﾙﾁ PAC 

 50kw×1組, 35.5kw×2組, 

 22.4kw×2組 

・空冷 HPPAC 

 天吊 14kw×1台, 

 天ｶｾ 11.2kw×1台 

 天ｶｾ 4.5kw×1台 

・壁掛けﾙｰﾑｴｱｺﾝ×3台 

・温水ﾎﾞｲﾗｰ(灯油)105kw×１台 

・ｶﾞｽ湯沸器 24号×１台 

・厨房用ｶﾞｽ設備(ｺﾝﾛ他)一式 

【作業棟】 

・空冷 HPPAC 

 天ｶｾ(ﾂｲﾝ)16kw×1台, 

 天ｶｾ 11.2kw×1台 

 壁掛 7.1kw×1台,  

 壁掛 5.6kw×1台 

電気:96,619 kwh 

灯油:3,585ℓ 

LPG:1,902kg 

9 
白浜保育所 

(平成 15年竣工) 
子育て支援施設 1,145 

・空冷 HPPAC 

 天ｶｾ 14kw×1台 

 天ｶｾ 12.5kw×3台 

 ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 12.5kw×3台, 

 天ｶｾ 7.1kw×2台 

 ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 7.1kw×1台, 

 天吊 7.1kw×2台 

 天ｶｾ 5.6kw×1台, 

 壁掛 5.6kw×1台 

 天ｶｾ 3.6kw×1台, 

 壁掛けﾙｰﾑｴｱｺﾝ×1台 

・電気温水器 

 360ℓ×2台, 560ℓ×3台 

電気:108,322kwh 

10 
八幡浜みなっと 

(平成 25年竣工) 

スポーツ・レクレ

ーション系施設 
431 

・空冷 HPPAC 

 天吊(ﾂｲﾝ)28kw×2台, 

 天ｶｾ 11.2kw×1台 

 天ｶｾ 6.3kw×3台,  

 天ｶｾ 5.0kw×1台 

・ｶﾞｽ湯沸器 24号×１台 

電気:105,876kwh 
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調査対象１０施設の温室効果ガス排出量比率を図３－２０に示す。調査対象１０施設

による温室効果ガス排出量は、全施設による排出量のうち約２割を占める。 

なお、公用車のガソリン、軽油の使用による温室効果ガス排出量は含まない。 

 

 

 

 

図 ３-２０ 調査対象１０施設による温室効果ガス排出量比率  
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調査対象１０施設の温室効果ガス排出量を図３－２１に示す。市民スポーツセンター

は、平成２５年度に比べ平成２９年度の温室効果ガス排出量が増加している。その他の

施設では、平成２５年度に比べ平成２９年度は温室効果ガス排出量が１０～４０％削減

されている。 

 

 
 

図 ３-２１ 調査対象１０施設の温室効果ガス排出量 
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調査対象１０施設の温室効果ガス排出要因は、電気が約９割を占める。 

なお、公用車のガソリン、軽油の使用による温室効果ガス排出量は含まない。 

 

 

 

 

 

 

図 ３-２２ 調査対象１０施設の温室効果ガス排出源構成比 

  

電気

94.1%

A重油

5.2%

灯油

0.4%
LPG
0.3%

ガソリン

（公用車以外）

0%

軽油

（公用車以外）

0%

調査対象１０施設の温室効果ガス排出源 平成25年度

電気

90.8%

A重油
8.1%

灯油
0.5%

LPG
0.5%

ガソリン

（公用車以外）

0.01%

軽油

（公用車以外）

0.002%

調査対象１０施設の温室効果ガス排出源 平成29年度
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調査対象１０施設の延床面積と温室効果ガス排出量の相関グラフを図３－２３に 

示す。なお、公用車のガソリン、軽油の使用による温室効果ガス排出量は含まない。 

 

 

 

図 ３-２３ 調査対象１０施設の温室効果ガス排出量 相関グラフ 
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調査対象１０施設の温室効果ガス排出量原単位を図３－２４に示す。 

また、次ページに施設用途別のＣＯ2排出量原単位の参考値を示す。 

なお、公用車のガソリン、軽油の使用による温室効果ガス排出量は含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-２４ 調査対象１０施設の温室効果ガス排出量原単位 

 

 

排出量原単位とは・・・・・各建物における面積あたりの年間排出量のことで、各建物

の年間排出量（kg）を延べ面積（㎡）で除したものである。 
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＜参考資料＞施設用途別のＣＯ２排出量原単位の参考値 

 

出典：「建築物のＣＯ２排出に関する環境情報活用マニュアル（試行版）～ＣＯ２排出ベンチマークに

よる中小規模建築物の評価システム～」２０１３年３月 東京都環境局 

 

建物用途 CO2排出量[kg-CO2/㎡・年] 

事務所 65.5 

事務所（民間用途） 77.1 

事務所（官庁用途） 69.2 

デパート・スーパー 128 

店舗・飲食店 114 

ホテル 123 

病院 153 

学校 62.4 

マンション 40.5 

その他 112 

出典：「建築物エネルギー消費量調査報告【第４０報】ダイジェスト版 調査期間（平成２８年４月

～平成２９年３月）」平成３０年４月発行 一般社団法人日本ビルエネルギー総合管理技術協会 
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※一般社団法人日本サステナブル建築協会「ＤＥＣＣ非住宅建築物の環境関連データベース」   

（２０１８年度版）省エネ地域区分５，６のデータを抽出し、電力、都市ガス、ＬＰＧ、Ａ重油、    

灯油、軽油、ガソリンの消費量原単位に、二酸化炭素排出係数を乗じＣＯ2排出量原単位を算出した。 

 

 

単位[kg-CO2/㎡・年]

300㎡以上
2,000㎡未満

2,000㎡以上
10,000㎡未満

事務所 112 114
官公庁 115 103
研究機関 164 151
デパート・スーパー 546 410
郊外大型店舗 - 169
その他物販 166 202
飲食店 875 244
病院 175 213
ホテル・旅館 177 284
幼稚園・保育園 43 18
小・中学校 40 32
高校 56 30
大学・専門学校 71 57
福祉施設 206 215
展示施設 80 90
劇場・ホール 96 77
スポーツ施設 204 140
複合施設 108 128
その他 151 130

面積区分建物用途
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第４章 温室効果ガス削減目標 

温室効果ガス総排出量削減目標                     １．

 

本市では、事務事業編を策定しており、政府の地球温暖化対策計画の基準年である 

２０１３年度の排出量は概ね１３，５６１ t-CO2であった。本事業では、これを政府の

地球温暖化対策計画の目標年度である２０３０年度に８，１３７ t-CO2 まで削減  

（４０％の削減）を目指した事務事業編を策定するため、現状の温室効果ガス総排出量

等を調査・分析し、温室効果ガス排出量を削減するため具体的な施策の抽出を行う。    

また、事務事業編の目標を確実に達成するため、全庁的な多層的ＰＤＣＡを有した 

カーボン・マネジメント体制の確立を目的とする。 

 

 

目標達成に向けた取組みの基本方針                   ２．

 

温室効果ガス削減目標値にアプローチするための方策は、あらゆる分野における取組

みが求められるが、より効果的なＣＯ２排出量削減方策を検討する必要がある。 

本市では以下の項目を基本として具体的な削減に取組む。 

（１）省エネ診断の実施 

（２）省エネ診断による温室効果ガス排出量削減に向けた設備更新計画の立案 

（３）地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の改定 

 

 

各取組みの基本方針における実施項目                  ３．

 

目標達成に向けた取組みの基本方針に基づき、以下の具体的な取組みを検討する。 

 

（１）省エネ診断の実施 

予備調査により調査対象施設のエネルギーデータの分析・評価や設備情報を確認後、

ウォークスルー調査等により各施設の運転状態、運用状況および劣化度などの把握を 

行うとともに、設備機器の熱負荷や消費電力などのデータを分析することにより省エネ

診断を実施する。 

 

（２）省エネ診断による温室効果ガス排出量削減に向けた設備更新計画の立案 

省エネ診断の結果、効率低下の著しい設備を中心に、適正な仕様や方式を見極めた 

うえで計画的な高効率機器への更新計画を立案し、健全なものについては適正な仕様・
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方式であることを確認し、著しく合致しないものは更新を含めた改善策を検討する。 

また、チューニングにより運用方法の見直しや各種設定値の確認を行うことにより、

無駄を排除したうえで利便性・快適性を損なうことなく省エネ性の高い運用改善手法を

立案する。加えて、継続的にデータの収集・分析を行い更なる運用改善や改善提案を  

行うためのＢＥＭＳ装置の設置を検討する。 

以上の更新計画の立案においては、更新に伴うＣＯ２削減効果の算出および更新に 

必要な概算工事費の算出を行う。 

 

（３）地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の改定 

現行の地球温暖化対策実行計画を政府の地球温暖化対策計画（平成２８年５月１３日

閣議決定）に掲げる目標等と比べて遜色ないものに改定する。改定にあたっては、事務

事業に係る消費エネルギーの分析と２０３０年度に４０％削減を目指したロードマッ

プの作成やカーボン・マネジメント体制の整備・強化を図る。 

 

 

設備機器の新規又は更新に関する整備計画や省エネ機器の導入基準、設備４．

の運用改善方針について 

 

（１）設備機器の新規又は更新に関する整備計画 

照明設備は、ＬＥＤタイプへの更新にあわせ人感センサー・昼光センサーなどを利用

した照明制御、点滅回路の細分化などにより不要な点灯を削減するなどの整備計画を 

行う。空調設備は、効率が低下しているものやＲ－２２冷媒を使用しているものなどを

中心に整備計画を行うこととし、その能力や方式が適正かつ、使用実態に即した方式 

か十分に検討する。 

 

（２）省エネ機器の導入基準 

環境省のＬ２－Ｔｅｃｈリストやグリーン購入法調達基準に適合した設備機器など、

高効率でＣＯ２排出削減効果の高い機器を選定することとし、イニシャルコスト・ラン

ニングコストにも留意し費用効率性の優れたものを選定する。また、空調設備の選定に

ついては、ＣＯＰ（成績係数）はもとより、ＡＰＦ（通年エネルギー消費効率）の両面

から検討を行うこととする。 

 

（３）設備の運用改善方針 

運用改善にあたっては、ヒアリングによる運用状況の確認や使用量より算出した原単

位により比較することで改善点の抽出を行う。照明設備は、タイマーやセンサーなどを
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活用し適正な運用管理や始業時間に合わせた点灯および終業時の一斉消灯等により 

執務室等の不要な点灯の削減を図る。空調設備は、厳正な温度管理を行うとともに、  

始業前の予冷運転時間の見直しや終業前の蓄熱効果による停止時間の前倒しなどによ

り運転時間の短縮を図る。 

 

 



第５章 目標達成のための具体的な取組み 

41 

第５章 目標達成のための具体的な取組み

取組みの基本方針                           １．

 

＜基本方針＞ 

● 全庁的に行動可能な取組みを重点的に実施する。 

● 職員への早期定着と啓発効果が期待できる取組みを重点的に実施する。 

● 温室効果ガス排出量削減効果が高い取組みを重点的に実施する。 

 

温室効果ガス排出量削減のための取組みは、職員一人ひとりが日常的に実施可能な 

ものから、改修や設備の導入など計画や資金が必要となるものまで多岐にわたる。本計

画においては、上記の基本方針のもと、取組み内容を「物品やサービスの購入、使用、

廃棄に当たっての配慮」（全職員が取組み可能）と、「建築物の建築、管理、修理、解体

等に当たっての配慮」に分けて整理した。 

 

 

物品やサービスの購入、使用、廃棄に当たっての配慮           ２．

 

（１）用紙類 

用紙類の購入 

 コピー用紙、封筒、トイレットペーパー等の用紙類については、古紙

混合率の高い用紙、白色度の低い用紙を購入する。 

 名刺、ポスター、パンフレット、冊子等の印刷物の発注については  

混合率の高い再生紙を使用する。 

用紙類使用の削減 

 会議資料や事務手続きの簡素化を図る。 

 各種報告書類の大きさの規格統一化を進め、ページ数や部数について

も、必要最小限の量となるように適正化を図る。 

 文書資料の共有化、コピー、印刷の最適化を図り、無駄な紙をなくす。 

 電子メール、庁内ＬＡＮ、回覧、掲示板の活用を進め、無駄な紙の  

使用をなくす。 

 用紙類の年間使用量について、各課・各施設など適切な単位で把握・

管理し削減を図る。 

用紙の再利用 

 不要となったコピー用紙（ミスコピーや使用済み文書等）については、

再利用の徹底を図る。また、ミスコピーそのものを防止する。 

 個人情報等の流出に留意しながら、封筒などの再利用に努める。 
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（２）水道 

水道設備の導入 

 現在使用している水多消費型の買替えにあたっては、自動水栓、感知

式自動水栓装置など節水型製品を選択する。また、これからの機器の

新規導入にあたっても同様とする。 

水使用の削減 

 トイレ用水の水量調節、水道水圧の調節、水漏れ点検等により水使用

量の抑制を図る。 

 日常的な節水を励行する。 

 公用車の洗車について、回数の削減やバケツの利用等による改善を図

る。 

 水道の年間使用量について、各課・各施設単位など、適切な単位で把

握・管理し、削減を図る。 

 

 

 

 

（３）電気製品 

電気製品の購入 

 現在使用しているパソコン、コピー機等のＯＡ機器、照明器具の買替

えにあたっては、適正規模でエネルギー消費効率の高い製品を選択す

る。また、これらの機器等の新規購入にあたっても同様とする。 

 製品の購入にあたっては、部品の交換修理が可能で保守・修理サービ

ス期間が長いなど、長期使用が可能な製品を選択する。 

 照明器具にＬＥＤランプの導入を推進する。 

 

 

（電気製品等の使用） 

照明機器の管理 

 照明器具については、照明点灯箇所の削減、定期的な清掃、ライトア

ップの削減（時間短縮、間引き消灯）、室内とデスクでの照明の使い

分けにより電力消費量の抑制を図る。 

 昼休憩中は、業務上特に照明が必要な場所を除き消灯を徹底する。 

 夜間における照明も、業務上必要最低限の範囲で点灯することとし、

それ以外は消灯を徹底する。 

事務機器の管理 

 事務機器については、節電・待機モードの切り替えや、使用しない時

はコンセントを抜くことにより電力使用の抑制を図る。 

 特に退出時にパソコンやテレビのプラグを抜き、待機電力の削減を図

る。 
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空調機器の管理 

 庁舎・施設内の温度管理（夏は２８℃程度、冬は２０℃程度）のため

温度計を各課に設置し、温度計による確認と空調設備確認票への記入

により一層徹底するよう空調設備の適正運転を図る。また、使用その

ものを極力抑制する。 

 夏季における執務室での服装について、暑さをしのぎやすい服装、い

わゆる「クールビズ」を励行する。また、冬季における執務室の服装

について、暖房に頼らず、暖かく働きやすい服装、いわゆる「ウォー

ムビズ」を励行する。 

 冷暖房中の窓や出入口の開放禁止を徹底する。 

 冷暖房効率を下げないように、吹き出し口の開放に留意する。また、

ブラインド、カーテンを有効に利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他機器の管理 

 ボイラー等の適正運転を管理し、燃焼効率の向上を図る。 

 ガスコンロ、湯沸かし器の効率的使用を図る。 

 職員に対する直近階への移動の際、階段利用の奨励を徹底し、エレベ

ーターの利用削減を図る。 

 電気・燃料の年間使用量について、各課・各施設単位など適切な単位

で把握・管理し、削減を図る。 

人は活動状況やその日の気温、湿度により体感温度は変化します。空調の設定

温度を見るだけではなく、着衣の工夫に取り組み、体感温度を調整することで、

クールビズ・ウォームビズに取り組みましょう。 

クールビズ、ウォームビズによる体感温度変化 

ノーネクタイ 

－2℃ 

カーディガン 

＋2.2℃ 

ひざ掛け 

＋2.5℃ 

空調は設定温度より体感温度で調整を！ 

 

参考:夏のビジネスは軽装で 
省エネセンター 家庭の省エネ大辞典 
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（４）公用車 

公用車の購入・使用 

 公用車については、可能な限り低公害車・低燃費車の導入を図る。 

 低公害車・低燃費車を優先的に利用する。 

 相乗りを励行する。 

 暖気運転の抑制、不要物の不積載、アイドリングの禁止、急発進・急

加速の抑制等経済運転を徹底する。 

 公用車の利用にあたっては、事前の綿密なルート確認により、走行ル

ートの合理化を図り、運行ロスを避ける。 

 タイヤの空気圧調整等の定期的な車両の点検・整備を励行する。 

 車１台ごとの走行距離、燃費等を把握するなど、燃料使用量の調査を

きめ細かく行う。 

 自転車の利用を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ふんわりアクセル eスタート 

車の発進時に急にアクセルを踏むのではなく、一呼吸おいてからゆっくりアクセル

を踏むことで、普通の発進時より燃料消費が約 10%の削減に繋がります。 

ふんわりアクセル eスタートの方法 

 

燃料消費量の割合 

参考:交通の省エネルギー（省エネルギーセンター） 
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（５）文具・事務機器、容器・包装材等 

文具・事務機器 

 ノート、付箋紙、封筒、フォルダ、フラットファイル、レバーファイ

ル、文書保管箱、綴込表紙、バインダー、パンフレット・冊子等の文

具において、再生紙が使用されている製品を購入・使用する。 

 ノーカーボン紙、感熱紙、ビニールコート紙等の再生できない用紙は

極力購入・使用を控える。 

 トナーカートリッジ、事務用プラスチックファイル、鉛筆、ボールペ

ン、シャープペンシル、蛍光ペン等の紙以外から作られた文具等にお

いても、再生された製品の購入・使用を進める。 

 ボールペン芯、合成のり、プリンターインク、プリンターリボン等の

詰め替え可能な製品を購入・使用する。 

 使用済封筒、付箋紙、ボックスファイル、ファイリングフォルダ、フ

ラットファイル、レバーファイル等事務用品の再利用（繰り返し利用）

を徹底する。 

容器・包装材 

 簡易包装された商品を購入する。 

 間伐材、未利用繊維、廃プラスチック等から作られた製品の購入・使

用を選択する。 

 

 

（６）廃棄時の配慮 

ごみの減量・資源化 

 用紙類の使用削減により、廃棄される用紙類を原料する。 

 用紙類の資源化のため、リサイクルを前提としたシュレッダーの導入

を検討する。 
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建築物の建築、管理、修理、解体等に当たっての配慮           ３．

 

 今後、施設を建設する際には、省エネルギー性能の高い資材・機器を採用し、緑化、

雨水利用、太陽光等自然エネルギーの活用も検討するなど、省エネルギー対策を徹底

し、温室効果ガスの排出抑制に配慮して整備する。 

 既存の建築物においては、エネルギーの使用状況等に係る診断を（一財）省エネルギ

ーセンターの省エネルギー診断を活用し受診する。 

 建築物の建築等にあたっては、支障のない限り、エネルギー消費量の少ない建設機械

を使用するよう発注者として促す。 

 合板型枠については、一層の効率的・合理的利用や使用削減など施工を合理化する工

法の選択を発注者として促す。 

 出入車輌から排出される温室効果ガスの抑制を発注者として促す。 

 再生砕石等再生資材の利用を発注者として促す。 

 請負者に建設廃棄物処理計画書を提出させるとともに、分別排出の徹底を指示する。 

 

グリーン購入について                         ４．

 

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際、環境を考慮し必要性をよく考え、

環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することである。 

２００１（平成１３）年４月から、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の

推進等に関する法律）が施行され２０１４（平成２６）年２月４日の閣議決定による同

法の特定調達品目を表示している。本市でも環境配慮商品の積極的な導入を進めていく。 
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第６章 推進と点検・評価 

カーボン・マネジメント体制の構築                   １．

 

市長を総括責任者とし、地球温暖化対策実行計画推進委員会（事務局：生活環境課）

を中心とした多層的ＰＤＣＡによるカーボン・マネジメント体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６-１ 八幡浜市カーボン・マネジメント体制図 

  

 

【実行計画推進委員会】 

委員長：副市長 

委員：各部課長 

【事務局】 

生活環境課 

委員会,実行部門の 

PDCAの核 

【実行部門】 

全職員：計画の実行 

【自らも PDCAにより計画実行】 

公表 

指示･指導 報告 

連携 

Ｐ 

（企画） 

Ｄ 

（実行） 

Ａ 

（改善） 

Ｃ 

（評価） 

【総括責任者】 

八幡浜市長 
市民 

Ｃ 

Ａ 

Ｄ 

Ｐ 
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カーボン・マネジメント体制について                  ２．

 

各部門において本計画の取組みを推進するとともに、事務局と協力して相互的な推進

を図っていく。 

（１）カーボン・マネジメント体制 

市長をトップとする以下の体制を構築し、多層的ＰＤＣＡによる取組みを行う。 

① 地球温暖化対策実行計画推進委員会の設置 

温室効果ガス排出量削減に向けた計画・改善策を策定するため、地球温暖化対策実

行計画推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。委員会の委員長は副市長

とし、委員は各部課長とする。委員長は、計画の実施状況を市長に報告し、市長は必

要な指示や指導・助言及び市民への公表を行う。 

② 事務局の設置 

委員会の事務局は生活環境課とし、委員会及び実行部門のＰＤＣＡの核としての 

機能を有し、委員会が策定した計画の周知・徹底や職員に対する意識啓発を図りなが

ら計画の実行および実施状況を評価する。 

③ 実行部門 

全職員は委員会の方針に基づき事務局と連携し計画の実行を行い、実行にあたって

は、毎年のＰＤＣＡにより見直しを図りながら目標の達成に向け、職員一丸となって 

取組む。 

（２）カーボン・マネジメントの対象施設数 ： １６６施設 

 

 

職員意識の啓発                          ３．

 

職員に対し、施設内の掲示物や回覧のほか、庁内ＬＡＮを活用し、地球温暖化対策等

に関する情報を提供する。また、地球温暖化対策を含む、環境保全に関する意識向上を

図るため、講演会・研修会などを実施する。さらに、環境月間の６月と地球温暖化対策

推進月間の１２月を「実行計画強化月間」とし、重点的な取組みを実施する。 

 

 

関係団体への協力要請                         ４．

 

指定管理施設（９施設）で運用している施設もカーボン・マネジメントの対象範囲内

とし、指定管理者等に対し本計画に準じて環境への配慮を行うよう要請する。 
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ＰＤＣＡサイクルの手順                        ５．

 

実行計画の実効性を高めるための強固な体制作りとして、ＰＤＣＡサイクルを回す 

運営体制を整える。ＰＤＣＡサイクルを回す手順を図６－２に示す。 

 

 企画（Ｐｌａｎ） 

委員会は、各施設の活動量やエネルギー原単位などの定量的な削減目標を設定する 

など、温室効果ガス排出量の削減に向けた計画を策定する。 

 実行（Ｄｏ） 

全職員は、委員会の方針に基づき事務局（生活環境課）と連携し計画を実行すること

とし、自ら毎年のＰＤＣＡにより評価・見直しを図る。 

 評価（Ｃｈｅｃｋ） 

実行部門は、事務局と連携し計画の実施状況を評価し、委員会に定期的（１回／年程

度）に報告する。 

 改善（Ａｃｔｉｏｎ） 

委員会は、実行部門の計画の実施状況を踏まえ、計画の改善策を策定する。市長は、

委員長（副市長）からの報告を受け、必要な指示・指導を行う。また、計画の実施状況

や社会情勢の変化等により、必要に応じて計画を見直す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６-２ ＰＤＣＡサイクルの手順 

  

企画（Plan）：実行計画推進委員会 

●温室効果ガス削減目標の設定 

●温室効果ガス削減計画の策定 

実行（Do）：実行部門 

●全職員による取組みの実施 

●ＰＤＣＡにより評価・見直し 

評価（Check）：事務局 

●計画実施状況の把握 

●達成度評価と報告（1回/年） 

改善（Action）：実行計画推進委員会 

●実施状況に対する指示・指導 

●計画の改善策の策定 
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職員研修                               ６．

 

実行計画に掲げた取組みを実践するのは一人ひとりの職員である。したがって、  

実行計画を推進するためには、職員一人ひとりが地球温暖化の現状や実行計画の内容を

理解することが重要である。（一財）省エネルギーセンターの講師派遣研修を実施し、

省エネに対する理解と取組み方のノウハウを学び、実施していくことが大切である。ま

た、職場内のＯＪＴとして職員を対象に、地球温暖化防止に関する情報、実行計画の内

容、取組項目・方法等についての研修を定期的に行い、地球温暖化防止への積極的な取

組みが、職員の共通認識となるよう啓発する。 

 

 

 

 

計画の点検・評価                           ７．

 

実行計画の調査対象施設に対して、年度ごとに温室効果ガスの排出状況と取組みの 

実施状況の点検を行う。 

評価は、温室効果ガスの排出量の集計結果を目標値や過去の実績等との比較により 

行う。ただし、この際には単に数値の比較のみで評価するのではなく、ヒアリング等に

より関連情報を入手し、個別の状況（例えば施設の増改築等）を把握したうえで評価を

行い、必要に応じて、より効果的な取組項目・施策等について検討する。 

 

 

計画の公表                              ８．

 

「地球温暖化対策推進法」第２１条の１０において、毎年１回、実行計画に基づく  

措置の実施状況（温室効果ガス総排出量を含む）を公表することが義務付けられている。 

本市の実行計画の運用状況については、年度ごとにホームページ等を通じて公表する

とともに、地球温暖化対策への理解と協力を呼びかけるなど、より多くの市民を巻き込

んだ取組みとする。 
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第７章 ロードマップ 

本市では、２０１９年度から２０３０年度における温室効果ガスの削減目標を   

２０１３（平成２５）年度比で４０％削減と定めている。 

基準年である２０１３年度の排出量実績値は、１３,５６１．５ t-CO2であった。 

２０１７（平成２９）年度の温室効果ガス排出量実績は、基準年度比で２３．９％  

削減され１０，３２３．６ t-CO2であった。 

年１．４％削減を継続すれば、実行期間の最終年度である２０２３年度には、単純  

累計で３０．９％削減となる。 

その後も年１．４％削減を継続することにより、２０３０年度には４０．７％の削減

が可能となる見通しである。 

実行計画を確実に運用し、温室効果ガス排出量の今後の推移や社会情勢に応じて取組

みの修正を行い、目標に向けて活動を継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７-１ 温室効果ガス削減目標とロードマップ 

 

温室効果ガスの削減目標

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度以降
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度以降

物品やサービスの購入、使用、廃棄に当たっての配慮

１．用紙類の購入・使用の削減・再利用への配慮

２．水道設備の導入・水の使用削減への配慮

３．電気製品の購入への配慮

４．照明機器の管理・事務機器の管理への配慮 ●

５．空調機器の管理への配慮 ●

６．その他機器の管理への配慮

７．公用車の購入・使用への配慮

８．文具・事務機器、容器・包装材等への配慮

９．廃棄時の配慮への配慮

重点

地球温暖化対策実行計画の運用と修正 継続

2013年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2030年度

排出量 13,561.5 10,323.6 10,323.6 10,133.7 9,943.9 9,754.0 9,564.2 9,374.3 8,045.3

削減率 23.9% 23.9% 25.3% 26.7% 28.1% 29.5% 30.9% 40.7%
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